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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月10日(2017.7.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　銅酸化物微粒子０．５０質量％以上６０．０質量％以下と、下記（１）～（４）：
　（１）表面エネルギー調整剤、
　（２）リン酸基を有する有機化合物、
　（３）２０℃における蒸気圧０．０１０Ｐａ以上２０Ｐａ未満である溶媒０．０５０質
量％以上１０質量％以下、及び
　（４）２０℃における蒸気圧２０Ｐａ以上１５０ｈＰａ以下である溶媒、
とを含有する、銅酸化物の分散体。
【請求項２】
　前記（１）表面エネルギー調整剤は、含フッ素界面活性剤である、請求項１に記載の分
散体。
【請求項３】
　前記含フッ素界面活性剤の含有量は、０．１０質量％以上２．０質量％以下である、請
求項２に記載の銅酸化物の分散体。
【請求項４】
　前記（２）リン酸基を有する有機化合物の含有量は、０．１０質量％以上２０質量％以
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下である、請求項１～３のいずれか１項に記載の分散体。
【請求項５】
　前記（３）２０℃における蒸気圧０．０１０Ｐａ以上２０Ｐａ未満である溶媒は、炭素
数１０以下の多価アルコールである、請求項１～４のいずれか１項に記載の分散体。
【請求項６】
　前記（４）２０℃における蒸気圧２０Ｐａ以上１５０ｈＰａ以下である溶媒は、炭素数
１０以下のモノアルコールである、請求項１～５のいずれか１項に記載の分散体。
【請求項７】
　銅を含有する導電膜を基板上に積層した導電膜積層体における前記導電膜の形成に用い
るための、請求項１～６のいずれか１項に記載の分散体。
【請求項８】
　前記（４）２０℃における蒸気圧２０Ｐａ以上１５０ｈＰａ以下である溶媒は、エタノ
ール、ｎ－プロパノール、ｉ－プロパノール、ｎ－ブタノール、ｉ－ブタノール、ｓｅｃ
－ブタノール、及びｔ－ブタノールからなる群から選ばれる１種以上である、請求項１～
７のいずれか１項に記載の分散体。
【請求項９】
　前記銅酸化物は、酸化第一銅又は酸化第二銅である、請求項１～８のいずれか１項に記
載の分散体。
【請求項１０】
　前記銅酸化物は、酸化第一銅である、請求項９に記載の分散体。
【請求項１１】
　前記銅酸化物微粒子は、平均二次粒径が５００ｎｍ以下である、請求項１～１０のいず
れか１項に記載の分散体。
【請求項１２】
　前記導電膜の最小線幅が０．１０μｍ以上３０μｍ以下であり、かつ、最小スペース幅
が０．１０μｍ以上３０μｍ以下である、請求項７に記載の分散体。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載の分散体を塗布することを含む、導電膜の形成方
法。
【請求項１４】
　前記塗布が、前記分散体の印刷によって行われる、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記印刷が反転印刷である、請求項１４に記載の方法。
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